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（１）国税犯則調査（査察調査）
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刑事⼿続のデジタル化への対応
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「デジタル社会の実現に向けた重点計画」 （2025（令和７）年６⽉閣議決定）（抜粋）
・ 刑事⼿続に関連する各種犯則調査⼿続について、各調査機関を所管する省庁等は、法務省・最⾼裁判所・デジタル庁等

と連携しつつ、刑事⼿続のデジタル化との⼀体性に配慮し、可及的速やかに、犯則調査⼿続のデジタル化に対応するための
法令及びIT基盤の整備を実現する。
具体的な⽬標︓各種犯則調査を所管する省庁等については、刑事⼿続のデジタル化実現のための法整備の状況を踏まえ

て、可及的速やかに法令整備を実現する。IT基盤の整備については、刑事⼿続のデジタル化との⼀体性に配
慮し、2027年度中の⼀部省庁でのデジタル化試⾏を念頭にデジタル庁とも連携して対応を⾏っていく。

現⾏制度⼿続等

書⾯・ 調書や⽬録の作成・管理

書⾯・（運⽤上）対⾯・ 裁判所の許可状の請求・発⾏

書⾯・（運⽤上）対⾯・ 検察官への告発
（関連⽂書⼀式の提出）

記録媒体にデータを記録させた
上で、当該記録媒体を差押え

（記録命令付差押え）
・ 証拠となるデータの⼊⼿

（参考）
改正刑事訴訟法上の扱い

データも可

データ・オンラインも可

データ・オンラインも可

オンラインによるデータ
の提供を求めること

（電磁的記録提供命令）も可

○国税犯則⼿続に関する現⾏制度（国税通則法）

※ 地⽅税犯則調査⼿続についても、国税犯則調査⼿続と同様の制度となっている。



（参考）国税犯則調査⼿続の流れと近年の状況
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○ 国税犯則調査⼿続の流れ

令和６令和５令和４令和３令和２年度

151154145116111着⼿件数（件）

981011037583告発件数（件）

8488978183告発１件当たり脱税額
（百万円）
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○ 近年の状況

国税通則法 刑事訴訟法



（２）徴収手続
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滞納残⾼の推移
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• 直近令和６年度における滞納整理中のものの額（滞納残⾼）は9,714億円。
• ピーク時（平成10年度、2兆8,149億円）と⽐べると約３割の⽔準だが、近年増加傾向。

（出所）国税庁報道発表資料「令和６年度租税滞納状況の概要」（令和７年８⽉）(注) 地⽅消費税を除いています。



国税庁における滞納の未然防⽌に向けた取組

１ 国税庁ホームページ、SNS等による広報・周知
• ホームページでは、納付⼿続や猶予制度など、様々な情報を提供
• SNSも活⽤し、納期限や振替期⽇などを周知
• 地⽅⾃治体や税理⼠会等の協⼒を得て、各種広報誌に必要な情報を掲載

２ キャッシュレス納付（※）の推進
※ 振替納税、ダイレクト納付(e-Taxによる⼝座振替)、インターネットバンキング等による電⼦納税、クレジットカード納付、

スマホアプリ納付

• e-Taxホームページに「源泉所得税のキャッシュレス納付体験コーナー」を開設
• 関係者による「キャッシュレス納付推進協議会」を発⾜させ、更なる取組を推進

３ 「予納ダイレクト」（※）による納税資⾦の準備の呼び掛け
※ 将来納付することが⾒込まれる国税を指定した期⽇にあらかじめ納付（e-Tax登録⼝座からの引落し）できる制度

４ 個々の納税者に対する納付指導
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（参考）SNSによる周知の例

（参考）予納ダイレクトの広報



公売の実施状況
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○ 公売による売却事例

４ ペンダント３ バッグ２ 腕時計１ ⾃動⾞

【⾒積価額】440,000円
【落札価額】889,888円

【⾒積価額】3,080,000円
【落札価額】5,251,000円

【⾒積価額】 770,000円
【落札価額】1,031,000円

【⾒積価額】 71,300,000円
【落札価額】171,001,000円

（出所）国税庁報道発表資料「令和６年度租税滞納状況の概要」（令和７年８⽉）

（参考）公売⼿続の流れ
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（具体的な事例と課題）
• 滞納者は、暗号資産取引により得た所得約５億円を申告せず。税務調査の結果、約２億５千万円の追徴課税（加算

税を含む）。
• その後、暗号資産は値下がり。保有している暗号資産を売却して国税を納付するよう勧奨しても、「値上がりしてから売却す

る」等申し⽴て、⾃主納付に応じず。
• 滞納者が暗号資産交換業者を介して保有している場合、当該交換業者に対する債権を差し押さえることが可能だが、滞納

者が⾃⼰で管理している場合には、そのような対応はできない。

財産の差押えに関する課題（滞納者が⾃⼰管理する暗号資産）

（イメージ）
① 暗号資産交換業者を介して保有（交換業者が管理）

滞納者
徴収職員

債権
（返還請求権）

差押可能

差押えできず

暗号資産交換業者

② ⾃⼰で管理（注）

（注１）暗号資産を⾃⼰で管理する⽅法としては、専⽤のアプリを使⽤する⽅法のほか、取引に必要な秘密鍵が格納された物理的な媒体を使⽤する⽅法がある。
（いずれの場合も、使⽤に当たってはPINコードの⼊⼒等が必要。）

（注２）地⽅税についても同様の課題がある。
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